
 

理 由 

 

 第６回定期見直し以降における都市の発展の動向、人口及び産業の現状並び

に将来の見通し等を踏まえ、長期的視点に立った都市の将来像を明確にするた

め、本都市計画区域の「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」を本案の

とおり変更する。 



 

変 更 理 由 

 

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、長期的視点に立った都市

の将来像を明確にするとともに、その実現に向けての大きな道筋を明らかにす

る、当該都市計画区域における都市計画の基本的な方向性を示すものであり、

都市計画の目標をはじめとし、区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際

の方針、主要な都市計画の決定の方針について定めている。 

 

平成 24年度に都市計画に関する基礎調査を実施した結果、第６回定期見直し

以降の当該都市の発展の動向、人口及び産業の現状、将来の見通し等が明らか

となり、これらを勘案し、長期的視点に立った都市の将来像、都市計画の基本

的な方向性等を見直す必要が生じたことから、「都市計画区域の整備、開発及び

保全の方針」を本案のとおり変更するものである。 

       


